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告 示

高知県告示第132号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7 号）第 3 条の規定により告示する。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　調査の名称

高知県鉱山年報調査（石灰石）

 2 　調査の目的

県内で石灰石鉱業を行う鉱山事業所の鉱業生産高を調査し、

経済動向を把握する上での基礎資料とするため。

 3 　調査対象の範囲

( 1 )　地域

高知県全域

( 2 )　単位

事業所

( 3 )　属性

現に石灰石を生産している鉱山事業所

 4 　報告を求める事項及びその基準となる期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　鉱山の名称

イ　鉱山の所在地

ウ　事業者名

エ　事業所の所在地

オ　生産状況

カ　用途

キ　主な取引先

ク　送鉱量

ケ　労務状況

( 2 )　その基準となる期間

平成23年 1 月 1 日から同年12月31日まで

 5 　報告を求める者

( 1 )　数

 9 事業所

( 2 )　選定方法

全数

 6 　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が事業所に直接報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送調査

 7 　報告を求める期間

平成24年 3 月 2 日から同月19日まで

高知県告示第133号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7 号）第 3 条の規定により告示する。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　調査の名称

高知県鉱山年報調査（けい石）

 2 　調査の目的

県内でけい石鉱業を行う鉱山事業所の鉱業生産高を調査し、

経済動向を把握する上での基礎資料とするため。

 3 　調査対象の範囲

( 1 )　地域

高知県全域

( 2 )　単位

事業所

( 3 )　属性

現にけい石を生産している鉱山事業所

 4 　報告を求める事項及びその基準となる期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　鉱山の名称

イ　鉱山の所在地

ウ　事業者名

エ　事業所の所在地

オ　生産状況

カ　用途

キ　主な取引先

ク　送鉱量

ケ　労務状況

( 2 )　その基準となる期間

平成23年 1 月 1 日から同年12月31日まで

 5 　報告を求める者

( 1 )　数

 9 事業所

( 2 )　選定方法

全数

 6 　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が事業所に直接報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送調査

 7 　報告を求める期間

平成24年 3 月 2 日から同月19日まで

高知県告示第134号

農林水産大臣から、次の保安林を解除予定保安林にする旨の通

知があったので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定

により告示する。

　　平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直 

 1 　解除予定に係る保安林の所在場所

　　高岡郡四万十町大正大奈路字小味野々山1004の54（国有林）

 2 　保安林として指定された目的
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　　水源のかん養

 3 　解除の理由

　　道路用地とするため

高知県告示第135号

　次の保安林を解除したので、森林法（昭和26年法律第249号）

第33条第 6 項において準用する同条第 1 項の規定により告示す

る。

　　平成24年 3 月 2 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 高知県知事　尾﨑　正直

 1 　解除に係る保安林の所在場所

須崎市多ノ郷字猫神乙725の23

 2   保安林として指定された目的

　　魚つき

 3 　解除の理由

　　道路用地とするため

高知県告示第136号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成24年 3 月 2 日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 3 月 2 日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　国道

 2 　路　線　名  494号

 3 　道路の区域

 1 　実施する等級、検定職種等

実施する等級並びに等級に応じ実施する検定職種及び作業

は、次のとおりであり、実技試験及び学科試験によって行う。

( 1 )　一級及び二級職種

園芸装飾（室内園芸装飾作業）、造園（造園工事作

業）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）、金属熱処理（一般熱処

理作業、浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業、高周波・炎熱処

理作業）、機械加工（普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、

フライス盤作業、数値制御フライス盤作業、平面研削盤作

業、円筒研削盤作業、心無し研削盤作業、マシニングセン

タ作業）、放電加工（数値制御形彫り放電加工作業、ワイ

ヤ放電加工作業）、鉄工（製缶作業、構造物鉄工作業）、

建築板金（内外装板金作業、ダクト板金作業）、工場板金

（曲げ板金作業、打出し板金作業）、めっき（電気めっき

作業）、アルミニウム陽極酸化処理（陽極酸化処理作

業）、仕上げ（治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械

組立仕上げ作業）、切削工具研削（工作機械用切削工具研

削作業）、電子機器組立て（電子機器組立て作業）、電気

機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）、産業車両整備

（産業車両整備作業）、建設機械整備（建設機械整備作

業）、婦人子供服製造（婦人子供注文服製作作業）、家具

製作（家具手加工作業、家具機械加工作業）、建具製作

（木製建具手加工作業、木製建具機械加工作業）、石材施

工（石張り作業）、とび（とび作業）、左官（左官作

業）、ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）、

タイル張り（タイル張り作業）、畳製作（畳製作作業）、

防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業、アクリルゴ

ム系塗膜防水工事作業、セメント系防水工事作業、シーリ

ング防水工事作業、ＦＲＰ防水工事作業）、内装仕上げ施

工（プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕

上げ工事作業、木質系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作

業、ボード仕上げ工事作業）、熱絶縁施工（保温保冷工事

作業）、サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）、表装（表

具作業、壁装作業）、塗装（建築塗装作業、金属塗装作

業）、広告美術仕上げ（広告面粘着シート仕上げ作業）、

写真（肖像写真デジタル作業）、商品装飾展示（商品装飾

展示作業）及びフラワー装飾（フラワー装飾作業）

( 2 )　三級職種

園芸装飾（室内園芸装飾作業）、造園（造園工事作

業）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）、金属熱処理（一般熱処

理作業、浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業、高周波・炎熱処

理作業）、機械加工（普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、

フライス盤作業、平面研削盤作業、マシニングセンタ作

業）、建築板金（内外装板金作業）、工場板金（曲げ板金

作業、打出し板金作業）、めっき（電気めっき作業）、仕

上げ（機械組立仕上げ作業）、機械保全（機械系保全作

業、電気系保全作業）、電子機器組立て（電子機器組立て

作業）、とび（とび作業）、左官（左官作業）、内装仕上

げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事

作業、ボード仕上げ工事作業）、塗装（金属塗装作業）、

広告美術仕上げ（広告面粘着シート仕上げ作業）、商品装

飾展示（商品装飾展示作業）及びフラワー装飾（フラワー

装飾作業）

( 3 )　単一等級職種

塗料調色（調色作業）及び産業洗浄（高圧洗浄作業）

 2 　実施期日、実施場所等

( 1 )　実技試験

ア　実施期日

平成24年 6 月 4 日（月）から同年 9 月 9 日（日）までの

間において、別途高知県職業能力開発協会が指定する日

イ　実施場所

別途高知県職業能力開発協会が指定する場所

ウ　手数料

検定職種ごとに次のとおりである。

(ア)　一級、二級、三級（高等学校に在学する者その他

の別に定める者を除く。）及び単一等級職種

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

吾川郡仁淀川町百川

内字下屋式ノ内ヤマ

シロヂ968番 2 から

吾川郡仁淀川町百川

内字下ヤシキ957番

 1 まで

〜 129前

〜 129後

7.4

         

52.7

7.4

          　 

169.0

公 告

職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第66

条第 3 項の規定により、平成24年度前期技能検定試験の実施につ

いて次のとおり公告する。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

検定職種

園芸装飾

造園

鋳造

金属熱処理

　　　　　　　

　

機械加工

実技試験の試験科目

室内園芸装飾作業

造園工事作業

鋳鉄鋳物鋳造作業

一般熱処理作業

浸炭・浸炭窒化・窒化処

理作業

高周波・炎熱処理作業

普通旋盤作業

数値制御旋盤作業

フライス盤作業

数値制御フライス盤作業

手数料

16,500円
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放電加工　　　

　　

鉄工

建築板金

工場板金

めっき

アルミニウム陽

極酸化処理

仕上げ

切削工具研削　

　

機械保全

電子機器組立て

電気機器組立て

　

産業車両整備

建設機械整備

家具製作

建具製作

石材施工

とび

左官

ブロック建築　

　

タイル張り

畳製作

防水施工　　　

　

　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

内装仕上げ施工

　

　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

熱絶縁施工

サッシ施工

表装

塗装

　　

広告美術仕上げ

　

写真

商品装飾展示

フラワー装飾

塗料調色

産業洗浄

婦人子供服製造

平面研削盤作業

円筒研削盤作業

心無し研削盤作業

マシニングセンタ作業

数値制御形彫り放電加工

作業

ワイヤ放電加工作業

製缶作業

構造物鉄工作業

内外装板金作業

ダクト板金作業

曲げ板金作業

打出し板金作業

電気めっき作業

陽極酸化処理作業　　　

　

治工具仕上げ作業

金型仕上げ作業

機械組立仕上げ作業

工作機械用切削工具研削

作業

機械系保全作業

電気系保全作業

電子機器組立て作業

配電盤・制御盤組立て作

業

産業車両整備作業

建設機械整備作業

家具手加工作業

家具機械加工作業

木製建具手加工作業

木製建具機械加工作業

石張り作業

とび作業

左官作業

コンクリートブロック工

事作業

タイル張り作業

畳製作作業

ウレタンゴム系塗膜防水

工事作業

アクリルゴム系塗膜防水

工事作業

セメント系防水工事作業

シーリング防水工事作業

ＦＲＰ防水工事作業

プラスチック系床仕上げ

工事作業

カーペット系床仕上げ工

事作業　　　　　　　　

木質系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

保温保冷工事作業

ビル用サッシ施工作業

表具作業

壁装作業

建築塗装作業

金属塗装作業

広告面粘着シート仕上げ

作業

肖像写真デジタル作業

商品装飾展示作業

フラワー装飾作業

調色作業

高圧洗浄作業

婦人子供注文服製作作業

　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

13,700円

(イ)　三級職種（高等学校に在学する者その他の別に定

める者に限る。）

検定職種

園芸装飾

造園

鋳造

実技試験の試験科目

室内園芸装飾作業

造園工事作業

鋳鉄鋳物鋳造作業

手数料

11,000円
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(イ)　三級職種

金属熱処理

　　　　　　　

　

機械加工

建築板金

工場板金

めっき

仕上げ

機械保全

電子機器組立て

とび

左官

内装仕上げ施工

塗装　　　　　

広告美術仕上げ

　

商品装飾展示

フラワー装飾

一般熱処理作業

浸炭・浸炭窒化・窒化処

理作業

高周波・炎熱処理作業

普通旋盤作業

数値制御旋盤作業

フライス盤作業

平面研削盤作業

マシニングセンタ作業

内外装板金作業

曲げ板金作業

打出し板金作業

電気めっき作業

機械組立仕上げ作業

機械系保全作業

電気系保全作業

電子機器組立て作業

とび作業

左官作業

プラスチック系床仕上げ

工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

金属塗装作業

広告面粘着シート仕上げ

作業

商品装飾展示作業

フラワー装飾作業

エ　問題の公表

実技試験の問題は、あらかじめ平成24年 5 月28日（月）

に高知県職業能力開発協会に掲示して公表する。ただし、

一部の職種については、公表しない。

( 2 )　学科試験

ア　実施期日

検定職種ごとに次のとおりである。

(ア)　一級、二級及び単一等級職種

検定職種

造園

金属熱処理

産業車両整備

とび

防水施工

サッシ施工

塗装

産業洗浄

機械加工

鉄工

めっき

アルミニウム陽極酸化処理

電子機器組立て

建設機械整備

婦人子供服製造

家具製作

建具製作

左官

畳製作

内装仕上げ施工

広告美術仕上げ

商品装飾展示

写真

園芸装飾

鋳造

放電加工

建築板金

工場板金

仕上げ

切削工具研削

電気機器組立て

石材施工

ブロック建築

タイル張り

熱絶縁施工

表装

フラワー装飾

塗料調色

実施期日

平成24年 8 月19日（日）

平成24年 8 月26日（日）

平成24年 8 月29日（水）

平成24年 9 月 2 日（日）

検定職種

園芸装飾

造園

鋳造

機械加工

建築板金

工場板金

めっき

仕上げ

機械保全

電子機器組立て

とび

左官

内装仕上げ施工

塗装

広告美術仕上げ

商品装飾展示

フラワー装飾

金属熱処理

実施期日

平成24年 7 月22日（日）

平成24年 8 月19日

イ　実施場所

別途高知県職業能力開発協会が指定する場所

ウ　手数料

3,100円

 3 　受検の申請手続
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( 1 )　提出書類

ア　技能検定受検申請書（知事が別に定めるものとする。）

イ　実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、

その資格を証する書面の写し

( 2 )　書類の提出先

高知市布師田3992－ 4 （高知県立地域職業訓練センター

内）　高知県職業能力開発協会

なお、郵送による場合は、書留郵便によるものとし、封筒

の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書すること。

( 3 )　書類の受付期間

平成24年 4 月 9 日（月）から同月18日（水）まで（郵送に

よる場合は、平成24年 4 月18日付けの消印のあるものまで受

け付ける。）

( 4 )　技能検定受検申請書の交付

技能検定受検申請書（以下「申請書」という。）の用紙及

び受検案内は、高知県職業能力開発協会で交付する。

なお、申請書の用紙の郵送を求める場合は、封筒の表面に

「技能検定受検申請書用紙請求」と朱書すること。

( 5 )　手数料の納付方法等

手数料は、申請書に添えて納付すること。

なお、実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合

は、当該試験に係る手数料の納付は要しない。

受検申請を受け付けた後は、申請を取り消した場合又は試

験を受けなかった場合でも、手数料は、返還しない。

 4 　合格者の発表等

実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者には、高知県

職業能力開発協会が書面で通知し、技能検定に合格した者の受

検番号は、平成24年 9 月28日（金）に高知県庁本庁舎 1 階の掲

示板に掲示するとともに、高知県商工労働部雇用労働政策課ホ

ー ム ペ ー ジ

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301/）に掲載す

る。

なお、三級職種のうち同年 7 月22日に学科試験を実施する職

種に係る技能検定に合格した者の受検番号については、同年 8 

月24日（金）に高知県庁本庁舎 1 階の掲示板に掲示するととも

に、高知県商工労働部雇用労働政策課ホームページ

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301/）に掲載す

る。

 5 　技能検定合格証書等の交付

一級又は単一等級の技能検定に合格した者には厚生労働大臣

から、二級又は三級の技能検定に合格した者には高知県知事か

ら、それぞれ合格証書が交付される。

また、技能検定に合格した者には、厚生労働大臣から合格し

た等級の技能士章が交付される。

 6 　その他

この技能検定について不明な点は、高知県商工労働部雇用労

働政策課（電話番号088－823－9765）又は高知県職業能力開発

協会（電話番号088－846－2300）に問い合わせること。

職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第66

条第 3 項の規定により、平成24年度随時実施技能検定試験の実施

について次のとおり公告する。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　実施する等級及び検定職種

実施する等級及び等級に応じ実施する検定職種は、次のとお

りであり、実技試験及び学科試験によって行う。ただし、( 1 )

に掲げる三級職種の試験については、当該職種に係る基礎一級

又は基礎二級に合格した者に限り受検することができる。

( 1 )　三級職種

さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄

工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化

処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機

器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空

気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製

造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、

家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製

本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施

工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練

り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、タイル

張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施

工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施

工、ウェルポイント施工、表装、塗装及び工業包装

( 2 )　基礎一級及び基礎二級

さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄

工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化

処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機

器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空

気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製

造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、

家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製

本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施

工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練

り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、タイル

張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施

工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施

工、ウェルポイント施工、表装、塗装及び工業包装

 2 　実施期日、実施場所等

( 1 )　実技試験

ア　実施期日

平成24年 4 月 1 日（日）から平成25年 3 月31日（日）ま

での間において、別途高知県職業能力開発協会が指定する

日

イ　実施場所

別途高知県職業能力開発協会が指定する場所

ウ　手数料

検定職種ごとに次のとおりである。

検定職種

さく井

鋳造

鍛造

機械加工

金属プレス加工

鉄工

建築板金

工場板金

めっき

アルミニウム陽極酸化処理

仕上げ

ダイカスト

機械保全

電子機器組立て

電気機器組立て

プリント配線板製造

冷凍空気調和機器施工

染色

ニット製品製造

紳士服製造

寝具製作

帆布製品製造

布はく縫製

家具製作

建具製作

紙器・段ボール箱製造

印刷

製本

プラスチック成形

強化プラスチック成形

石材施工

パン製造

ハム・ソーセージ・ベーコン製造

水産練り製品製造

手数料

16,500円
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エ　問題の公表

実技試験の問題は、あらかじめ受検申請者に公表する。

ただし、一部の職種については、問題の全部又は一部を公

表しない。

( 2 )　学科試験

ア　実施期日

平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日までの間におい

て、別途高知県職業能力開発協会が指定する日

イ　実施場所

別途高知県職業能力開発協会が指定する場所

ウ　手数料

3,100円

 3 　技能検定受検申請書の受付期間

平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日までの間において、

随時受け付ける。

 4 　技能検定受検申請書の請求先及び提出先

高知市布師田3992－ 4 （高知県立地域職業訓練センター内）

高知県職業能力開発協会

なお、技能検定受検申請書（知事が別に定めるものとす

る。）の用紙の郵送を求める場合は、封筒の表面に「技能検定

受検申請書用紙請求」と朱書することとし、技能検定受検申請

書を郵送する場合は、書留郵便によるものとし、封筒の表面に

「技能検定受検申請書在中」と朱書すること。

 5 　合格者の発表等

実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者には、高知県

職業能力開発協会が書面で通知し、技能検定に合格した者に

は、高知県知事から合格証書が交付される。

また、三級の技能検定に合格した者には、厚生労働大臣から

三級の技能士章が交付される。

 6 　その他

この技能検定は、外国人の技能実習制度に係る研修成果の評

価及び修得技能等の認定に活用するものである。

また、この技能検定について不明な点は、高知県商工労働部

雇用労働政策課（電話番号088－823－9765）又は高知県職業能

力開発協会（電話番号088－846－2300）に問い合わせること。

建築大工

かわらぶき

とび

左官

タイル張り

配管

型枠施工

鉄筋施工

コンクリート圧送施工

防水施工

内装仕上げ施工

熱絶縁施工

サッシ施工

ウェルポイント施工

表装

塗装

工業包装

機械検査

婦人子供服製造

13,700円
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肥料取締法（昭和25年法律第127号）第 7 条第 1 項の規定により、次の肥料の登録をした。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第 2 項の規定に基づき、次の肥料の登録の有効期間

を更新した。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

登録番号

高知県第

678号

高知県第

679号

高知県第

680号

高知県第

681号

高知県第

682号

高知県第

683号

高知県第

684号

登録番号

高知県第

590号

高知県第

659号

高知県第

609号

高知県第

611号

高知県第

612号

高知県第

685号

肥料の種

類

消石灰

〃

副産石灰

肥料

炭酸カル

シウム肥

料

〃

〃

〃

肥料の種

類

魚廃物加

工肥料

混合有機

質肥料

消石灰

炭酸カル

シウム肥

料

〃

〃

有効期限

平成29年

 4 月25日

〃

平成29年

 7 月27日

平成29年

 8 月22日

〃

〃

〃

有効期限

平成26年

 7 月 4 日

平成27年

 1 月22日

平成29年

 5 月17日

平成30年

 1 月19日

〃

平成30年

 1 月19日

氏名又は

名称

誠信産業

株式会社

シーシー

エフジャ

パン有限

会社

株式会社

古田産業

矢橋商事

株式会社

〃

誠信産業

株式会社

〃

氏名又は

名称

星上物産

株式会社

株式会社

古田産業

土佐石灰

化工協業

組合

株式会社

古田産業

〃

矢橋商事

株式会社

住所

愛知県豊

橋市東小

鷹野四丁

目 6 番地

の 2 

愛知県岡

崎市市場

町字東町

13番地

高知市五

台山3983

番地 5 

愛知県西

尾市和泉

町133番

地

〃

愛知県豊

橋市東小

鷹野四丁

目 6 番地

の 2 

〃

住所

南国市小

籠926番

 3 

高知市五

台山3983

番地 5 

南国市稲

生1328番

地

高知市五

台山3983

番地 5 

〃

愛知県西

尾市和泉

町133番

地

肥料の名

称

誠信70消

石灰

ＣＣＦ70

消石灰

43.0てん

ろ苦土石

灰

矢橋15苦

土炭酸石

灰

矢橋粒状

15苦土炭

酸石灰

誠信15苦

土炭酸石

灰

誠信粒状

15苦土炭

酸石灰

肥料の名

称

魚廃物加

工肥料

50海草混

合有機 1 

号

72.0防散

消石灰

くみあい

炭酸カル

シウム

くみあい

苦土炭酸

石灰

矢橋粒状

混合石灰

保証成分量

（％）

アルカリ分

70.0

〃

アルカリ分

43.0

く溶性苦土

2.5

アルカリ分

53.0

可溶性苦土

15.0

〃

〃

〃

保証成分量

（％）

窒素全量

4.5

りん酸全量

6.5

窒素全量

4.0

りん酸全量

1.3

加里全量

1.0

アルカリ分

72.0

アルカリ分

53.0

アルカリ分

53.0

可溶性苦土

15.0

内く溶性苦

アルカリ分

50.0

可溶性苦土

10.0

その他の規格

該当なし

〃

含有を許され

る有害成分の

最大量及びそ

の他の制限事

項は、公定規

格のとおり。

〃

〃

〃

〃

その他の規格

含有を許され

る有害成分の

最大量は、公

定規格のとお

り。

含有を許され

る有害成分の

最大量及びそ

の他の制限事

項は、公定規

格のとおり。

該当なし

その他の制限

事項は、公定

規格のとお

り。

〃

〃

生産業者

生産業者
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肥料取締法（昭和25年法律第127号）第30条第 7 項の規定により、普通肥料の検査の結果の概要

を次のとおり公表する。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

平成23年 3 月分から同年11月分まで

該当なし

平成23年12月分

備考　 1 　「分析検査」欄及び「その他の検査」欄は、検査対象荷口全体を代表しうるように必要

　　　　袋数（ばらの場合には、必要部位数）を抽出し、混合した試料 1 点について検査した結果

　　　　である。

 2 　分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果で

ある。

 3 　主成分の略号は、次のとおりである。

ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＡＬ－アルカリ分、ＳＭｇ－可

溶性苦土

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第30条第 7 項の規定により、特殊肥料の検査の結果の概要

を次のとおり公表する。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

平成23年 3 月分から同年10月分まで

該当なし

平成23年11月分

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第13条第 1 項の規定により、次の肥料の登録事項の変更に

ついて届出があった。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次の肥料の登録は、失効した。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県第

613号

〃 〃〃 〃くみあい

粒状苦土

炭酸石灰

土　　10.0

〃 〃

登録番号

高知県第

588号

肥料の種

類

魚かす粉

末

肥料の名

称

7.0魚か

す粉末

氏名又は

名称

中村　哲

久

住所

須崎市下

分順心乙

10番

変更年月

日

平成23年

 1 月 1 日

変更事項

登録を受け

た者の氏名

変更前

変更後

中村　晴蔵

中村　哲久

生産事業者 変更内容

登録番号

高知県第

607号

高知県第

608号

高知県第

610号

肥料の種

類

消石灰

〃

生石灰

失効年月

日

平成23年

 4 月27日

〃

平成23年

 8 月13日

氏名又は

名称

井上石灰

工業株式

会社

〃

〃

住所

南国市稲

生3163－

 1 

〃

〃

肥料の名

称

飛散防止

処理60消

石灰

飛散防止

処理65消

石灰

85生石灰

保証成分量

（％）

アルカリ分

60.0

アルカリ分

65.0

アルカリ分

85.0

その他の規格

該当なし

〃

〃

生産業者

肥料の種類

等

なたね油か

す及びその

粉末

炭酸カルシ

ウム肥料

消石灰

保証票添付

者

株式会社古

田産業

〃

高橋　喜久

子

肥料の名称

ペレットな

たね油粕 1 

号

粒状15苦土

炭酸石灰

65消石灰

備考

検査の結果の概要

項目

主成分－Ｔ

Ｎ、ＴＰ、Ｔ

Ｋ

主成分－Ａ

Ｌ、ＳＭｇ

主成分－ＡＬ

指摘事項

保証票

の検査

その他

の検査

分析検査

特殊肥料 備考検査の結果の概要届出名（商品名）生産（輸入又は販売）
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99

備考　 1 　主成分の略号は、次のとおりである。

ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水

分含有量

 2 　分析値は、原則として現物当たりの数値である。

の指定名

たい肥

〃

〃

ＴＮ　　　　1.20％

ＴＰ　　　　1.10％

ＴＫ　　　　0.97％

Ｃ／Ｎ　　 17

水分　　　 56％

ＴＮ　　　　0.35％

ＴＰ　　　　0.41％

ＴＫ　　　　0.84％

Ｃ／Ｎ　　 37

水分　　　 71％

ＴＮ　　　　0.68％

ＴＰ　　　　0.44％

ＴＫ　　　　1.10％

Ｃ／Ｎ　　 23

水分　　　 66％

バーク堆肥

みやざきたい肥

あじさい堆肥

届出業者

檮原町長

宮﨑　力

有限会社川渕牧場

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、三原村来栖野土地改良区から次のとおり退任した役員の届出

があった。

平成24年 3 月 2 日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

　役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

　理事　　沖本　光雄　幡多郡三原村来栖野279

　〃　　　東　　嘉人　〃    〃 　 〃　  120－ 1 

　〃　　　田中　　保　〃　　〃　　〃　  120－ 3 

　〃　　　杉本　浩利　〃　　〃　　〃　  127

　〃　　　沖本　重富　〃　　〃　　〃　　268－ 1 

　〃  　　杉本　忠史　〃　　〃　　〃　　284

　〃  　　尾﨑　廣行　〃　　〃　　〃　　289

　〃　　　杉本　憲一　〃　　〃　　〃　　577－ 5 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第 4 項において準

用する同法第18条第16項の規定により、三原村来栖野土地改良区

から次のとおり就職した清算人の届出があった。

平成24年 3 月 2 日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

  　氏　名  　    　住　　　　　　　所

　沖本　光雄　　幡多郡三原村来栖野279

　東　　嘉人　　〃    〃 　 〃　  120－ 1 

　田中　　保　　〃　　〃　　〃　  120－ 3 

　杉本　浩利　　〃　　〃　　〃　  127

　沖本　重富　　〃　　〃　　〃　　268－ 1 

　杉本　忠史　　〃　　〃　　〃　　284

　尾﨑　廣行　　〃　　〃　　〃　　289

　杉本　憲一　　〃　　〃　　〃　　577－ 5 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第 2 項において準

用する同法第18条第 1 項の規定により都市計画を変更したいの

で、同法第21条第 2 項において準用する同法第17条第 1 項の規定

により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供す

る。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間の満了の日までに

県に意見書を提出することができる。

　　平成24年 3 月 2 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1   都市計画の種類

  　高知広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の区分

 2 　都市計画を変更する土地の区域

　　変更する部分
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    高知広域都市計画区域

 3   都市計画の案の縦覧場所

高知県土木部都市計画課、高知市役所、南国市役所、香美市

役所及びいの町役場

 4   縦覧期間

    平成24年 3 月 2 日から同月16日まで

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第 2 項において準

用する同法第18条第 1 項の規定により都市計画を変更したいの

で、同法第21条第 2 項において準用する同法第17条第 1 項の規定

により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供す

る。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間の満了の日までに

県に意見書を提出することができる。

　　平成24年 3 月 2 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1   都市計画の種類

  　高知広域都市計画都市再開発方針等

 2 　都市計画を変更する土地の区域

　　変更する部分

    高知広域都市計画区域

 3   都市計画の案の縦覧場所

    高知県土木部都市計画課及び高知市役所

 4   縦覧期間

    平成24年 3 月 2 日から同月16日まで

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第 2 項において準

用する同法第18条第 1 項の規定により都市計画を変更したいの

で、同法第21条第 2 項において準用する同法第17条第 1 項の規定

により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供す

る。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間の満了の日までに

県に意見書を提出することができる。

　　平成24年 3 月 2 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1   都市計画の種類

  　高知広域都市計画臨港地区

 2 　都市計画を変更する土地の区域

　　変更する部分

  　高知市仁井田字新港の一部及び地先

 3   都市計画の案の縦覧場所

    高知県土木部都市計画課及び高知市役所

 4   縦覧期間

    平成24年 3 月 2 日から同月16日まで

公 安 委 員 会 告 示

高知県公安委員会告示第 2 号

警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22

条第 2 項第 1 号に規定する警備員指導教育責任者講習（以下「講

習」という。）を次のとおり実施する。

平成24年 3 月 2 日

高知県公安委員会委員長　近森　正幸

 1 　講習に係る警備業務の区分、種別、実施期日及び実施場所

( 1 )　警備業務の区分

法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する警備業務（以下「 1 号業

務」という。）

( 2 )　種別

ア　法第22条第 2 項の警備員指導教育責任者資格者証及び警

備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等

に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第 2 号。以下

「講習規則」という。）第 7 条第 1 項に規定する警備員指

導教育責任者講習修了証明書（以下「資格者証等」とい

う。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下

「新規取得講習」という。）

イ　講習規則第 6 条第 1 項の講習（以下「追加取得講習」と

いう。）

( 3 )　実施期日

ア　新規取得講習

平成24年 5 月 8 日（火）から同月17日（木）まで（日曜

日及び土曜日を除く。）の 8 日間

イ　追加取得講習

平成24年 5 月14日（月）から同月17日までの 4 日間

( 4 )　実施場所

高知市朝倉戊375番地 1 

高知県立ふくし交流プラザ

 2 　受講者定員

受講者定員は、次のとおりとする。ただし、次のいずれかの

種別の講習が定員に満たない場合は、一方の定員を増員する。

( 1 )　新規取得講習　25人

( 2 )　追加取得講習　 5 人

 3 　受講資格者

( 1 )　新規取得講習

受講申込み時において、次のいずれかに該当する者とす

る。

ア　最近 5 年間に 1 号業務の区分に係る警備業務に従事し

た期間が通算して 3 年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委

員会規則第20号。以下「検定規則」という。）第 4 条に

規定する 1 級の検定（ 1 号業務の区分に係るものに限

る。以下「 1 級検定」という。）に係る法第23条第 4 項

の合格証明書（以下「合格証明書」という。）の交付を

受けている者

ウ　検定規則第 4 条に規定する 2 級の検定（ 1 号業務の区

分に係るものに限る。以下「 2 級検定」という。）に係

る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該

合格証明書の交付を受けた後、継続して 1 年以上 1 号業

務の区分に係る警備業務に従事しているもの

エ　検定規則附則第 3 条の規定による廃止前の警備員等の

検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第 5 

号。以下「旧検定規則」という。）第 1 条第 2 項に規定

する 1 級の検定（ 1 号業務の区分に係るものに限る。以

下「旧 1 級検定」という。）に合格した者

オ　旧検定規則第 1 条第 2 項に規定する 2 級の検定（ 1 号

業務の区分に係るものに限る。以下「旧 2 級検定」とい

う。）に合格した警備員であって、旧 2 級検定に合格し

た後、継続して 1 年以上 1 号業務の区分に係る警備業務

に従事しているもの

( 2 )　追加取得講習

受講申込み時において、 1 号業務以外の警備業務の区分に

係る資格者証等の交付を受けている者であって、( 1 )のいず

れかに該当するものとする。

 4 　受講希望の事前申込み及び受講予定者の確定方法

( 1 )　受講希望の事前申込方法

ア　新規取得講習又は追加取得講習の受講を希望する者（以

下「受講希望者」という。）は、県内の各警察署又は社団

法人高知県警備業協会（高知市本町二丁目 3 番31号　ＬＳ

ビル 3 階。以下「高知県警備業協会」という。）で交付す

る警備員指導教育責任者講習ＦＡＸ申込書（以下「申込

書」という。）により事前申込みを行うこと。

イ　申込書の受付は、高知県警備業協会に設置するファクシ

ミリ（ファクシミリ番号088-871-4760）により行う。

ウ　申込みは、 1 通につき 1 名とし、 1 回の送信での受付

は、 1 通のみとする。

( 2 )　事前申込みの受付期間

ア　平成24年 4 月 9 日（月）及び10日（火）の午前 9 時から

午後 4 時までの間とする。

イ　受付時間外に受信した申込書は、無効とする。

なお、受信時間の確認は、申込書の受付に使用するファ

クシミリの表示時間によって行う。

( 3 )　受講予定者の確定方法

ア　受講予定者の確定方法は、申込書の先着順とする。

イ　受講予定者に確定した受講希望者には、平成24年 4 月11
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日（水）に、高知県警備業協会が電話により確定通知を行

う。

ウ　確定通知を受けた受講希望者は、高知県警備業協会にお

いて、警備員指導教育責任者講習受講希望申込確認書（以

下「受講申込確認書」という。）の交付を受けること。

 5 　受講申込手続

受講申込確認書の交付を受けた者は、次のとおり受講申込み

の手続を行うこと。

( 1 )　受講申込書等の提出期間

平成24年 4 月16日（月）から同月18日（水）までの午前

 8 時30分から午後 5 時までの間とする。

なお、提出期間内に受講申込手続を行わなかった場合

は、受講予定者に確定していることを無効とする。

( 2 )　受講申込書等の提出先

高知県内に住所を有する者にあっては住所地を管轄する

警察署とし、高知県外に住所を有する者にあっては高知県

内の最寄りの警察署とする。

( 3 )　提出書類

ア　受講申込書（講習規則第 4 条第 1 項に規定する別記様

式第 1 号の受講申込書に必要事項を記入の上、受講申込

手続を行う者の写真（受講申込書の提出前 6 月以内に撮

影した無帽、正面、無背景の顔写真）を貼り付けたも

の）　 1 通

イ　 3 の受講資格者に該当することを疎明する次の書面　

 1 通

(ア)　 3 の( 1 )のアに該当する者にあっては、 1 号業務

の区分に係る警備業務に従事していたことを疎明する

警備業者等の作成に係る書面（以下「警備業務従事証

明書」という。）及び履歴書

(イ)　 3 の( 1 )のイに該当する者にあっては、 1 級検定

に係る合格証明書の写し

(ウ)　 3 の( 1 )のウに該当する者にあっては、 2 級検定

に係る合格証明書の写し及び警備業務従事証明書

(エ)　 3 の( 1 )のエに該当する者にあっては、旧 1 級検

定に係る旧検定規則第 8 条に規定する合格証（以下

「合格証」という。）の写し

(オ)　 3 の( 1 )のオに該当する者にあっては、旧 2 級検

定に係る合格証の写し及び警備業務従事証明書

ウ　追加取得講習を受講しようとする者にあっては、交付

を受けている資格者証等の写し　 1 通

エ　受講申込確認書　 1 通

( 4 )　受講申込書等の提出方法

受講申込書等の提出は、講習を受講しようとする者が直

接行うこと。

なお、郵送又は代理人による提出は、認めない。

 6 　受講手数料の額並びに納付の時期及び方法

講習を受講しようとする者は、受講手数料として、新規取得

講習にあっては47,000円、追加取得講習にあっては23,000円の

額に相当する高知県収入証紙を受講申込書等の提出時に納付す

ること。

なお、納付された受講手数料は、返還しない。

 7 　講習の委託

講習は、高知県警備業協会に委託して実施する。

 8 　講習に関する問い合わせ先

( 1 )　高知県警備業協会（電話番号088-824-3404）

( 2 )　高知県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係（電

話番号088-826-0110内線3022、3024）又は県内の各警察署警

備業担当係

人 事 委 員 会 規 則

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成24年 3 月 2 日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第 4 号

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

職員の任用に関する規則（昭和32年高知県人事委員会規則第19

号）の一部を次のように改正する。

第13条第 2 項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第 1 号

及び第 2 号中「及び」を「又は」に改め、同項第 3 号中「前 2 

号」を「前 3 号」に、「適当と」を「適当であると」に改め、同

号を同項第 4 号とし、同項第 2 号の次に次の 1 号を加える。

( 3 )　人事委員会が選考考査を実施した職へ採用する場合の選

考

第13条第 4 項中「同項第 2 号」を「同項第 2 号又は第 3 号」に

改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県人事委員会の権限に属する事務の一部を事務局長に委任

する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月 2 日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第 5 号

高知県人事委員会の権限に属する事務の一部を事務局長

に委任する規則の一部を改正する規則

高知県人事委員会の権限に属する事務の一部を事務局長に委任

する規則（昭和45年高知県人事委員会規則第21号）の一部を次の

ように改正する。

第 2 条第 2 号中「並びに厚生福利制度、」を「及び厚生福利制

度」に改め、同条第10号イ中「別表 1 」を「別表第 1 」に、「及

び」を「又は」に改め、同号ケを同号シとし、同号クを同号サと

し、同号キ中「すべて」を「全て」に改め、同号キを同号コと

し、同号カ中「で規定する」を「に掲げる」に、「取得できな

かった」を「取得することができなかった」に改め、同号中カを

ケとし、オをクとし、エをキとし、ウをカとし、イの次に次のよ

うに加える。

ウ　医師又は歯科医師を規則別表第 1 の 3 等級又は 4 等級の

職へ採用する場合の選考の実施に関すること。

エ　かつて職員であった者で現に国等（規則第 5 条第 3 号に

規定する国等をいう。）の職員であるものを規則別表第 1 

の 3 等級以下の職へ採用する場合の選考の実施に関するこ

と。

オ　現に職員である者（技能職員を除く。）又は地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

第37条第 1 項に規定する県費負担教職員を人事交流等によ

り異なる職種で規則別表第 1 の 3 等級以下の職へ採用する

場合の選考の実施に関すること。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

平成24年 3 月 2 日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　入札に付する事項

( 1 )　業務の名称及び数量

平成24年度高知県防災行政無線システム保守業務委託　一

式

( 2 )　業務の特質等

入札説明書による。

( 3 )　履行期間

契約締結の日から平成25年 3 月31日まで

( 4 )　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の 5 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。
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 2 　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たす者は、この一般競争入札に参

加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

 4 の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「平成24～26年競争入札参加資格者登

録名簿（物品購入等関係）」に登録されている者であるこ

と。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　国又は地方公共団体において、防災行政無線システム

の保守業務及び修繕業務のそれぞれにおいて受注及び業務

遂行の実績を有する者であること。

( 5 )　( 1 )から( 4 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

 3 　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－8570

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号

高知県危機管理部危機管理・防災課

電話番号088－823－9311

( 2 )　入札説明書の交付方法

平成24年 3 月 2 日（金）から同年 4 月 4 日（水）まで（日

曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）第 3 条に規定する休日を除く。）の午前 9 時か

ら午後 5 時15分まで（午後零時から午後 1 時までの間を除

く。）の間に( 1 )の交付場所で交付する。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

平成24年 4 月11日（水）午後 2 時

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、平成24年

 4 月10日（火）午後 5 時までに( 1 )の交付場所に必着する

こと。

イ　場所

高知市丸ノ内二丁目 4 番 1 号　高知県庁北庁舎 3 階　第

 2 会議室

 4 　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9 条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この入札公告に

示した国又は地方公共団体での防災行政無線システムの保守

業務及び修繕業務のそれぞれにおける受注及び業務遂行の実

績を証明する書類を平成24年 4 月 6 日（金）午後 5 時までに

提出しなければならない。また、開札の日までの間におい

て、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これ

に応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。 

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

 2 の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、知事が別に定める申

請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センタ

ーに提出すること。ただし、平成24年 3 月12日（月）までに

申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資

格が与えられない。また、同日までに申請を行った場合で

も、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札

参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を申し出ること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

 3 の( 1 )に同じ。

(10)　調達手続の停止等

平成24年度高知県一般会計予算が議決されなかった場合

は、本件調達手続の停止等を行うことがある。

(11)　詳細は、入札説明書による。

 5 　Summary

( 1 )　Commission  Name:  Maintenance  of  the  Kochi 

Prefecture Emergency Wireless Radio System for Fiscal 

2012

( 2 )　Deadline  for  tender  (by  hand)  :  2:00  P.M.  on 

Wednesday 11 April 2012

( 3 )　Deadline  for  tender  (by  registered  mail)  :  5:00 

P.M. on Tuesday 10 April 2012

( 4 )　Department in Charge: Disaster Management and

Prevention  Division,  Department  of  Disaster 

Management,  Kochi  Prefectural  Government,  1-2-20 

Marunouchi, Kochi City, Kochi 780-8570 Japan

Tel: 088-823-9311
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